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(57)【要約】
【課題】　従来の通気性包装材料に対して、より、耐油
性に優れ、かつ、食品衛生法の基準に沿った耐酸性をも
有する耐油性通気性包装材料を提供する。
【解決手段】　耐油性加工したプラスチック製フィルム
を含んでなる耐油性通気性包装材料、好ましくは、前記
プラスチック製フィルムが、有孔ポリエチレンテレフタ
レート層１１と、有孔ポリエチレン層１２と、微多孔性
フィルム層１３と、強化材層１０とが、この順に積層さ
れてなり、前記微多孔性フィルム層１３の、前記有孔ポ
リエチレン層１２に接触する面が、耐油性加工されてお
り、前記強化材層１０は、互いに同一の方向に配列した
複数の第１の繊維からなる第１の繊維層と、前記第１の
繊維とは異なる方向にかつ互いに同一の方向に配列した
複数の第２の繊維からなる第２の繊維層とが、積層され
もしくは織成されてなる網状構造体である、耐油性通気
性包装材料１。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐油性加工したプラスチック製フィルムからなる耐油性通気性包装材料。
【請求項２】
　前記プラスチック製フィルムが、透湿性防水フィルム、不織布、合成紙から選択される
、請求項１に記載の耐油性通気性包装材料。
【請求項３】
　前記耐油性加工が、フッ素系耐油性加工剤による、請求項１または２に記載の耐油性通
気性包装材料。
【請求項４】
　前記プラスチック製フィルムが、有孔ポリエチレンテレフタレート層と、有孔ポリエチ
レン層と、微多孔性フィルム層と、強化材層とが、この順に積層されてなり、
　前記微多孔性フィルム層の、前記有孔ポリエチレン層に接触する面が、耐油性加工され
ており、
　前記強化材層は、互いに同一の方向に配列した複数の第１の繊維からなる第１の繊維層
と、前記第１の繊維とは異なる方向にかつ互いに同一の方向に配列した複数の第２の繊維
からなる第２の繊維層とを含む網状構造体であって、前記第１の繊維層と前記第２の繊維
層とが積層されもしくは織成されてなる網状構造体である、請求項１～３のいずれか１項
に記載の耐油性通気性包装材料。
【請求項５】
　　前記網状構造体が、
　（１）縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して得られた割繊維
フィルムを、延伸方向が略直交するように経緯積層してなる不織布、
　（２）縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して得られた割繊維
フィルムと、多層ポリオレフィンフィルムに、幅方向にスリットを形成した後、横方向に
一軸延伸して得られた網状フィルムとを、延伸方向が略直交するように積層してなる不織
布、
　（３）長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを積層してなる不織布もしくは織成
してなる織布、
　（４）互いに平行に延びる幹繊維と、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝繊維とを備えた
一軸延伸網状フィルムと、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とを積層して
なる不織布、
　（５）互いに平行に延びる幹繊維と、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝繊維とを備えた
一軸延伸網状フィルムと、前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに平
行に延びる長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群からなる第１の長手方向一軸延
伸多層ポリオレフィンテープ群層と、前記第１の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテ
ープ群層と反対方向から前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに平行
に延びる第２の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群からなる第２の長手方向一
軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とを積層してなる不織布
のいずれかを含む、請求項４に記載の耐油性通気性包装材料。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の耐油性通気性包装材料であって、ｋｉｔ値が、７
～１２である耐油性通気性包装材料。
【請求項７】
　微多孔性フィルム層の少なくとも一方の面に耐油性剤を付与して、耐油性加工した微多
孔性フィルム層を形成する工程と、
　有孔ポリエチレンテレフタレート層と、有孔ポリエチレン層と、前記耐油性加工した微
多孔性フィルム層と、強化材層とをこの順に積層する工程と、
　前記工程により得られた積層体を熱圧着する工程と
を含む耐油性通気性包装材料の製造方法であって、
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　前記耐油性加工した微多孔性フィルム層の耐油性加工面が、前記有孔ポリエチレン層に
接触しており、
　前記強化材層は、互いに同一の方向に配列した複数の第１の繊維からなる第１の繊維層
と、前記第１の繊維とは異なる方向にかつ互いに同一の方向に配列した複数の第２の繊維
からなる第２の繊維層とが、積層されもしくは織成されてなる網状構造体である、耐油性
通気性包装材料の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれかに記載の耐油性通気性包装材料を少なくとも一部に用い、脱酸
素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤を収
納した包装体。
【請求項９】
　請求項４または５に記載の耐油性通気性包装材料を少なくとも一部に用い、前記有孔ポ
リエチレンテレフタレート層を外側にして、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸
湿剤、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤を収納した包装体。
【請求項１０】
　請求項４または５のいずれかに記載の耐油性通気性包装材料を少なくとも一部に用い、
前記強化材層の両端が対向接触するように強化材層を内側にして耐油性通気性包装材料を
袋状にする工程と、
　前記袋状の耐油性通気性包装材料に、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤
、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤を収納する工程と、
　前記袋状の耐油性通気性包装材料の三方の周縁部を熱プレス法によりヒートシールする
工程と
を含む、包装体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐油性通気性包装材料に関する。本発明は、特には、耐油性に優れ、かつ食
品衛生法等の基準を充足し、食品を含む多用途に使用可能な耐油性通気性包装材料に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　加工食品の腐敗、変質、劣化などを防止するために、脱酸素剤や乾燥剤などが多く用い
られている。この種の脱酸素剤や乾燥剤は、小袋に包装されて、食品とともに収納されて
用いられる。また、食品以外に、酸化や吸湿などによって品質が変化する内容物の包装に
おいても同様のことが行われている。このような乾燥剤、脱酸素剤、鮮度保持剤等の包装
材料には、脱酸素、乾燥または鮮度保持のための成分の蒸散のため、通気性が要求される
。
【０００３】
　本出願人らによる、ナイロン製の有孔フィルムと、網状構造の強化材層と、微多孔性透
湿フィルムとがこの順で積層されて形成されている耐油性通気性包装材料が知られている
（例えば、特許文献１を参照）。この耐油性通気性包装材料は、機械的強度と十分な透湿
度を有し、かつ、紙を使用しないため、毛羽立ちなどの不都合も来さないものである。
【０００４】
　一方、耐油性、耐水性の耐油性通気性包装材料としては、耐水紙及び／または耐油紙を
使用してなるものが知られている。耐水紙、耐油紙は、抄紙時に、耐水剤もしくは耐油性
剤を紙に含浸させて製造され、広く用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１０５３１２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、食品包装形態の多様化に伴い、従来の耐油性通気性包装材料に対して、より耐
油性に優れ、かつ、酸耐性などといった食品衛生法の基準に沿った、高機能性の耐油性通
気性包装材料が求められている。特に、脱酸素剤を包装する材料において、耐油性が低い
と、油の浸透により、内包物である脱酸素剤の機能を損なう場合があった。一方、従来の
耐水紙、耐油紙を材料とする耐油性通気性包装材料は、紙粉が食品に混入しうる等の問題
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これらの課題を鑑みて、プラスチックのみからなる耐油性通気性包装材料に対する要求
があるが、そのような包装材料は現在、市場には存在しない。本発明は上記課題を解決す
るためになされたものである。本発明者らは、従来の包装材料に対し、プラスチック材料
からなる通気性フィルムに耐油性を付与することが可能であることを見出し、本発明を完
成するに至った。すなわち、本発明は、一実施形態によれば、耐油性加工したプラスチッ
ク製フィルムからなる耐油性通気性包装材料である。
　前記耐油性通気性包装材料において、前記プラスチック製フィルムが、透湿性防水フィ
ルム、不織布、合成紙から選択されることが好ましい。
　前記耐油性通気性包装材料において、前記耐油性加工が、フッ素系耐油性加工剤による
ことが好ましい。
【０００８】
　前記耐油性通気性包装材料において、前記プラスチック製フィルムが、有孔ポリエチレ
ンテレフタレート層と、有孔ポリエチレン層と、微多孔性フィルム層と、強化材層とが、
この順に積層されてなり、前記微多孔性フィルム層の、前記有孔ポリエチレン層に接触す
る面が、耐油性加工されており、前記強化材層は、互いに同一の方向に配列した複数の第
１の繊維からなる第１の繊維層と、前記第１の繊維とは異なる方向にかつ互いに同一の方
向に配列した複数の第２の繊維からなる第２の繊維層とを含む網状構造体であって、前記
第１の繊維層と前記第２の繊維層とが積層されもしくは織成されてなる網状構造体である
ことが好ましい。
　前記耐油性通気性包装材料において、前記網状構造体が、
　（１）縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して得られた割繊維
フィルムを、延伸方向が略直交するように経緯積層してなる不織布、
　（２）縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して得られた割繊維
フィルムと、多層ポリオレフィンフィルムに、幅方向にスリットを形成した後、横方向に
一軸延伸して得られた網状フィルムとを、延伸方向が略直交するように積層してなる不織
布、
　（３）長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを積層してなる不織布もしくは織成
してなる織布、
　（４）互いに平行に延びる幹繊維と、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝繊維とを備えた
一軸延伸網状フィルムと、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とを積層して
なる不織布、
　（５）互いに平行に延びる幹繊維と、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝繊維とを備えた
一軸延伸網状フィルムと、前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに平
行に延びる長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群からなる第１の長手方向一軸延
伸多層ポリオレフィンテープ群層と、前記第１の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテ
ープ群層と反対方向から前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに平行
に延びる第２の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群からなる第２の長手方向一
軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とを積層してなる不織布
のいずれかを含むことが好ましい。
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【０００９】
　本発明はまた、前述のいずれか１項に記載の耐油性通気性包装材料であって、ｋｉｔ値
が、７～１２であることが好ましい。
【００１０】
　本発明は、別の局面によれば、耐油性通気性包装材料の製造方法であって、微多孔性フ
ィルム層の少なくとも一方の面に耐油性剤を付与して、耐油性加工した微多孔性フィルム
層を形成する工程と、有孔ポリエチレンテレフタレート層と、有孔ポリエチレン層と、前
記耐油性加工した微多孔性フィルム層と、強化材層とをこの順に積層する工程と、前記工
程により得られた積層体を熱圧着する工程とを含み、前記耐油性加工した微多孔性フィル
ム層の耐油性加工面が、前記有孔ポリエチレン層に接触しており、前記強化材層は、互い
に同一の方向に配列した複数の第１の繊維からなる第１の繊維層と、前記第１の繊維とは
異なる方向にかつ互いに同一の方向に配列した複数の第２の繊維からなる第２の繊維層と
が、積層されもしくは織成されてなる網状構造体である。
【００１１】
　本発明は、別の実施形態によれば、包装体であって、前述のいずれかに記載の耐油性通
気性包装材料を少なくとも一部に用い、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤
、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤を収納した包装体である。
【００１２】
　本発明は、また別の実施形態によれば、包装体であって、前述の網状構造体を備えてな
る耐油性通気性包装材料を少なくとも一部に用い、前記有孔ポリエチレンテレフタレート
層を外側にして、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤、脱臭剤、防虫剤、除
湿剤または芳香剤を収納した包装体である。
【００１３】
　本発明は、さらにまた別の実施形態によれば、包装体の製造方法であって、前述の網状
構造体を備えてなる耐油性通気性包装材料を少なくとも一部に用い、前記強化材層の両端
が対向接触するように強化材層を内側にして耐油性通気性包装材料を袋状にする工程と、
前記袋状の耐油性通気性包装材料に、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤、
脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤を収納する工程と、前記袋状の耐油性通気性包装材
料の三方の周縁部を熱プレス法によりヒートシールする工程とを含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、従来の通気度、透湿度、機械的強度などの特性を十分に保持し、かつ
、耐油性、並びに耐酸性に優れた耐油性通気性包装材料を得ることができる。また、本発
明の耐油性通気性包装材料は、紙材を使用することなく、プラスチックのみで構成するこ
とができるため、食品の包装用途に用いる場合にも、紙粉の混入の問題が生じない。さら
には、本発明に係る耐油性通気性包装材料は、ヒートシール法による成形に適しており、
袋状の包装体の製造がしやすいため、様々な形態への応用性に富んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第２の実施形態に係る耐油性通気性包装材料の一例を示す、概念的な断
面図である。
【図２】網状構造体を構成する部材の一例である、割繊維フィルム（縦ウェブ）の部分斜
視図である。
【図３】図２に示す割繊維フィルムの製造に用いられる原反フィルムに割繊処理を施した
部分斜視図である。
【図４】網状構造体を構成する部材の一例である、網状フィルム（横ウェブ）の部分斜視
図である。
【図５】図４に示す網状フィルムの製造に用いられる原反フィルムにスリット処理を施し
た部分斜視図である。
【図６】図１に示す耐油性通気性包装材料を構成する強化材層の例を示す概念図である。
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【図７】図１に示す耐油性通気性包装材料を構成する他の強化材層の例を示す概念図であ
る。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る包装体の概念的な断面図である。
【００１６】
　［第１実施形態：プラスチック製耐油性通気性包装材料］
　本発明は、好ましい実施形態においては、プラスチック製の耐油性通気性包装材料に関
する。特には、耐油性加工したプラスチック製フィルムからなる耐油性通気性包装材料で
ある。すなわち、本発明による耐油性通気性包装材料は、紙を含まない。
【００１７】
　プラスチック製フィルムは、包装材料として使用されうる一般的なフィルムであってよ
く、特には、通気性を備えるフィルムであることが好ましい。通気性を備えるフィルムと
しては、透湿性防水フィルム、不織布、合成紙から選択されるものが好ましいが、これら
には限定されない。さらに具体的には、ポリオレフィン樹脂を使用するフラッシュ紡糸法
による不織布等を好ましく用いることができる。あるいは、本来は所望の通気性を備えて
いない材質からなるフィルムにも、穿孔加工し、事後的に通気性を付与したフィルムであ
ってもよい。このようなフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリ
エチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ナイロンフィルムが挙げられるが、これら
には限定されない。
【００１８】
　プラスチック製フィルムは、用途に応じた強度、厚み、透湿性、耐熱性、目開きを備え
るものであれば、単一材料で構成された一枚のフィルムであってもよい。あるいは、特性
及び／または材料の異なる複数のプラスチック製フィルムを積層した構造であってもよい
。
【００１９】
　プラスチック製フィルムは、耐油性加工する前に、表面処理をして、所望の特性を付与
してもよい。例えば、耐油性加工を容易にしうる、コロナ処理や、薬剤によるコーティン
グ処理をすることができるが、処理方法はこれらには限定されない。
【００２０】
　本実施形態において、耐油性通気性包装材料が単層からなる場合、プラスチック製フィ
ルムの少なくとも一方の面が耐油性加工されている。耐油性加工は、耐油性紙の製造に通
常適用される、一般的な耐油性剤を用いることができる。特には、フッ素系耐油性剤が好
ましく、炭素鎖長が６以下のパーフルオロアルキル基を有する化合物を含有するフッ素系
耐油性剤がより好ましく、炭素鎖長が６以下のパーフロロ炭化水素のカルボン酸エステル
又は塩、炭素鎖長が６以下のパーフロロ炭化水素のリン酸エステル等が挙げられるが、こ
れらには限定されない。一例として、特許第5418229号に記載されたフッ素共重合体を用
いることもできる。
【００２１】
　フッ素系耐油性剤は、水系、エタノール系などの溶媒に溶解させた塗工用溶液として、
耐油性加工に用いることが好ましい。特に、包装材を食品包装に使用した際の安全性、及
び消泡性の観点から、エタノールを溶媒として塗工用溶液を調製することが好ましい。塗
工用溶液の濃度は、２～１０（体積／体積）％とすることが好ましい。また、このときの
Ｗｅｔ塗工量は、０．０５～０．２５ｇ／ｍ２とすることが好ましい。
【００２２】
　フッ素系耐油性剤の塗工用溶液は、フッ素系耐油性剤の特性を損なわず、かつ溶液に溶
解する範囲で、任意の添加剤を含んでもよい。添加剤としては、例えば、分散剤、消泡剤
、増粘剤、耐水化剤、可塑剤、蛍光剤、着色顔料、着色染料、還元剤、紫外線吸収剤、酸
化防止剤、香料、脱臭剤等が挙げられるが、これらには限定されない。フッ素系耐油性剤
の特性を損なわない範囲の添加量は添加される成分に応じてさまざま異なる。
【００２３】
　溶媒中に溶解させたフッ素系耐油性剤の塗工用溶液は、種々の方法で、プラスチック製
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フィルムの表面に付与することができる。例えば、グラビア印刷機を使用して、プラスチ
ック製フィルムに塗工用溶液を塗布してもよいし、プラスチック製フィルムを塗工用溶液
に浸漬してもよい。その他に、フレキソ印刷、オフセット印刷、スプレー塗布といった方
法が挙げられるが、これらには限定されない。
【００２４】
　プラスチック製フィルムに塗工用溶液を付与した後、１００℃以上、好ましくは１００
～１５０℃、さらに好ましくは、１００～１３０℃で、３０秒以上、好ましくは、３０～
６０秒にわたって乾燥させることが好ましい。かかる操作により、プラスチック製フィル
ムに耐油性を付与することが可能となる。
【００２５】
　耐油性通気性包装材料が、同一もしくは異なるプラスチック製フィルムを積層した多層
からなる場合、プラスチック製フィルムを積層してなる積層体を製造した後に、積層体の
一方の表面あるいは両方の表面に、上記の態様に従って耐油性加工を施してもよい。ある
いは、単層もしくは積層したプラスチック製フィルムに上記の態様に従って耐油性加工を
施した後、耐油性加工面にさらに同一もしくは異なるプラスチック製フィルムを積層して
もよく、耐油性加工がなされていない面にさらに同一もしくは異なるプラスチック製フィ
ルムを積層してもよい。したがって、多層からなる耐油性通気性包装材料において、全て
のプラスチック製フィルムに耐油性加工が施されている必要はなく、多層からなる耐油性
通気性包装材料を構成する少なくとも一層のプラスチック製フィルムの少なくとも一方の
面が耐油性加工されていれば、本発明に係る耐油性加工したプラスチック製フィルムから
なる耐油性通気性包装材料であるといえる。
【００２６】
　本実施形態による耐油性通気性包装材料は、製造が比較的容易で、かつ、耐油性が付与
されているため、食品包装などの用途に好ましく用いることができる。その他にも、紙を
含まないため、包装体を製造する際に切断面から紙粉が発生せず、食品を汚染しないとい
った利点がある。
【００２７】
　［第２実施形態：４層構造の耐油性通気性包装材料］
　本発明は、好ましい実施形態においては、多層の耐油性通気性包装材料に関する。図１
に本発明の第２実施形態に係る耐油性通気性包装材料１の概念的な断面図を示す。当該耐
油性通気性包装材料は、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、有孔ポリエチレン層
１２と、微多孔性フィルム層１３と、強化材層１０が、この順に積層されてなり、微多孔
性フィルム層１３の有孔ポリエチレン層１２接触面が耐油性加工されている。以下に、耐
油性通気性包装材料１を構成する各層について詳細に説明する。
【００２８】
　（１）有孔ポリエチレンテレフタレート層
　有孔ポリエチレンテレフタレート層１１は、耐油性通気性包装材料１において、一方の
最表面層を構成し、通常、食品等と接触する層として機能する。有孔ポリエチレンテレフ
タレート層１１には、一般的なポリエチレンテレフタレートフィルム材が用いられる。有
孔ポリエチレンテレフタレート層１１の厚みは、耐油性通気性包装材料１の目的及び用途
に合わせて当業者が適宜決定することができる。例えば、５～５０μｍ程度であり、典型
的には、７～３０μｍであるが、これらには限定されない。また、有孔ポリエチレンテレ
フタレート層１１には、図１に示すように、一定間隔で細孔５０が形成されている。細孔
５０は、典型的には、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１及び後述する任意選択的な
印刷層（図示せず）、及び有孔ポリエチレン層１２の全てを貫通するように設ける。通気
性を確保するためである。細孔５０の大きさは、例えば、孔径が、０．０５～０．５ｍｍ
程度であり、典型的には、０．１～０．４ｍｍであるが、これらには限定されない。また
、細孔５０の密度は、例えば、２～１０ｍｍ間隔であり、典型的には、２．５～５ｍｍ間
隔であるが、これらには限定されない。
【００２９】
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　また、後述する印刷の有無にもよるが、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１は着色
されていてもよい。有孔ポリエチレンテレフタレート層１１は、市販のポリエチレンテレ
フタレートフィルムを用いることもできるが、一般的に知られている製造方法にて適宜製
造することができる。さらに、必要に応じて、最表面となる面に、所望の機能を付与する
表面処理を施したポリエチレンテレフタレート層を用いることもできる。
【００３０】
　有孔ポリエチレンテレフタレート層１１は、本実施形態に係る耐油性通気性包装材料１
を用いて包装体を形成する場合には、通常、内包物に接触せず、最表層を構成する。ポリ
エチレンテレフタレート層１１は、食品包装用途で使用実績が多いため、樹脂が汎用化し
ており、かつ品質面での信頼性が高いといった利点がある。
【００３１】
　有孔ポリエチレンテレフタレート層１１の裏面、すなわち有孔ポリエチレン層１２と接
する面には、印刷を施すことができる。有孔ポリエチレンテレフタレート層１１には、鮮
明な印刷が可能であり、また、表面側からでも印刷情報を鮮明に見ることができる。印刷
は有孔ポリエチレンテレフタレート層１１の裏面に行われるため、印刷部は包装体の表面
に露出せず、包装体を食品とともに収納しても、印刷用のインキが食品と接触することは
ない。従って、印刷には、印刷インキ工業連合会の制定する「食品包装材料印刷インキに
関する自主規制」ＮＬ規制に適合する、包装材料への印刷に一般に使用されているインキ
を使用することができる。
【００３２】
　（２）有孔ポリエチレン層
　有孔ポリエチレン層１２は、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、微多孔性フィ
ルム層１３の耐油性加工面との接着剤として機能し、層間の密着性を向上させる層である
。有孔ポリエチレン層１２としては、例えば、汎用の低密度ポリエチレンを用いることが
できる。有孔ポリエチレン層１２の厚みは、耐油性通気性包装材料１の目的及び用途に合
わせて当業者が適宜決定することができる。例えば、５～５０μｍ程度であり、典型的に
は、７～３０μｍであるが、これらには限定されない。有孔ポリエチレン層１２には、有
孔ポリエチレンテレフタレート層１１から、任意選択的に設けられる印刷層を通って貫通
する細孔５０が形成されている。
【００３３】
　（３）微多孔性フィルム層
　微多孔性フィルム層１３は、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、後述する強化
材層１０との間に位置し、少なくとも有孔ポリエチレンテレフタレート層１１に接する面
に、耐油性加工がなされている。微多孔性フィルム層１３は、ポリオレフィン系の熱可塑
性樹脂からなるフィルムであって、充填剤を含有させたポリオレフィン系樹脂からなる樹
脂組成物を延伸することにより樹脂組成物に微多孔を形成して通気性を付与し、かつ、耐
油性加工により耐油性を付与したものである。微多孔性フィルム層１３の厚みは、耐油性
通気性包装材料１の目的及び用途に合わせて当業者が適宜決定することができる。例えば
、５～７０μｍ程度であり、典型的には、１０～５０μｍであるが、これらには限定され
ない。
【００３４】
　具体的には、微多孔性フィルム層１３に用いる熱可塑性樹脂としては、例えば、低密度
ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン等のα－オレフィンホ
モポリマー、エチレンと炭素数３～１８の少なくとも一種のα－オレフィンとの共重合体
、プロピレンとエチレンおよび／またはブテン－１との共重合体、エチレンと酢酸ビニル
および／またはアクリル酸エステル・メタクリル酸エステル類などエチレン性不飽和結合
を有する有機カルボン酸誘導体との共重合体などが挙げられる。それらの中でも特に、エ
チレンと炭素数３～８の少なくとも一種のα－オレフィンとの共重合体が、充填剤配合時
の強度の点から好ましく、さらに、低密度ポリエチレンとエチレンと炭素数３～８の少な
くとも一種のα－オレフィンとの共重合体のブレンド物が、押出しラミネーション性、お
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よび延伸性の点から好ましい。
【００３５】
　微多孔性フィルム層１３に配合する充填剤の量は、熱可塑性樹脂１００質量部に対して
、３０質量部以上、３００質量部以下であることが好ましい。３０質量部未満の場合は、
延伸後に通気性を発現することが難しく、また、３００質量部を超えると、延伸時に破断
するおそれがある。
【００３６】
　充填剤は、微粉末状で熱可塑性樹脂に配合される。充填剤としては、無機充填剤および
有機充填剤のいずれも用いることができる。無機充填剤の例としては、炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム、炭酸バリウムなどの炭酸塩、硫酸バリウム、硫酸マグネシウム、硫酸
カルシウムなどの硫酸塩、リン酸マグネシウム、リン酸カルシウムなどのリン酸塩、水酸
化マグネシウム、水酸化アルミニウムなどの水酸化物、アルミナ、シリカ、酸化マグネシ
ウム、酸化カルシウム、酸化亜鉛、酸化チタンなどの酸化物、塩化亜鉛、塩化鉄、塩化ナ
トリウムなどの塩化物、アルミニウム粉、ゼオライト、シラス、白土、珪藻土、タルク、
カーボンブラック、火山灰などが挙げられる。有機充填剤の例としては、木粉、パルプ粉
などのセルロース系粉末、ナイロン粉末、ポリカーボネート粉末、ポリプロピレン粉末、
ポリ－４－メチルペンテン－１粉末などの合成樹脂系粉末、澱粉などが挙げられる。これ
らは、単独で使用してもよいし、２種類以上を組み合わせて使用してもよい。上述した充
填剤の中でも、本発明においては、最終的な耐油性通気性包装材料１の通気性、柔軟性、
外観などの点から、炭酸カルシウムが特に好ましく用いられる。充填剤の平均粒径は、微
多孔性フィルム層１３の均一性の観点から、０．１～２０μｍが好ましく、さらに、加工
性の観点からは、０．８～５．０μｍが好ましい。
【００３７】
　上記充填剤を含んだ熱可塑性樹脂を微多孔性フィルム層１３とするための延伸倍率は、
１．０２以上であることが好ましい。延伸倍率が１．０２倍未満であると、微多孔が十分
に形成されず、所望の通気度が得られにくくなってしまう。このような低延伸倍率で高い
通気性を発現させるために、熱可塑性樹脂は、密度が０．９２０ｇ／ｃｍ３以上である樹
脂を３０質量％以上含むことが好ましい。
【００３８】
　耐油性加工は、微多孔性フィルム層１３の少なくとも一方の面になされており、微多孔
性フィルム層１３の両方の面になされていてもよい。耐油性加工は、微多孔性フィルム層
１３に耐油性加工剤を塗布することにより実施することができる。耐油性加工剤としては
、第１実施形態で説明したのと同様のものが挙げられ、特にフッ素系耐油性加工剤が好ま
しい。また、好ましい耐油性加工の方法についても、第１実施形態において述べたとおり
である。
【００３９】
　（４）強化材層
　強化材層１０は、微多孔性フィルム層１３の、有孔ポリエチレン層１２と反対側の面に
位置し、耐油性通気性包装材料１において、一方の最表面層を構成する。強化材層１０は
、耐油性通気性包装材料１を用いて脱酸素剤等の機能的物品を包装する場合に、例えば、
尖った形状を有する物品が、耐油性通気性包装材料１を突き刺し、破損することを防止す
るとともに、必要とされる通気性を確保する。強化材層１０は、互いに同一の方向に配列
した複数の第１の繊維からなる第１の繊維層と、前記第１の繊維とは異なる方向にかつ互
いに同一の方向に配列した複数の第２の繊維からなる第２の繊維層とを少なくとも含む網
状構造体であって、前記第１の繊維層と第２の繊維層とが積層されもしくは織成されてな
る網状構造体である。このような網状構造体としては、種々の態様が挙げられ、特に限定
されるものではないが、一定の強度と、網状構造に由来する通気性とを備えるものが好ま
しい。
【００４０】
　網状構造体は、好ましくは、第２の繊維が縦方向に配列した第２の繊維層と第１の繊維
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が横方向に配列した第１の繊維層とが、積層されもしくは織成されてなる。第１の繊維層
と第２の繊維層のいずれの繊維層が微多孔性フィルム層１３に接するかについては、特に
限定されない。本明細書において、「縦方向」とは、不織布、ウェブ、積層体などを製造
する際の機械方向すなわち送り方向を意味し、長さ方向とも指称する。「横方向」とは、
縦方向と直角な方向、すなわち不織布、ウェブ、積層体などの幅方向を意味する。以下に
、強化材層１０として機能する網状構造体の具体的な構造及び製造方法を挙げて、説明す
る。
【００４１】
　［第１の網状構造体：割繊維不織布］
　第１の網状構造体は、縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して
得られた割繊維フィルムを、延伸方向が略直交するように経緯積層してなる割繊維不織布
である。すなわち、第１の網状構造体において、第１の繊維層及び第２の繊維層は、両方
とも割繊維フィルムであり、その繊維の配列方向が概ね直交している。
【００４２】
　図２は、第１の網状構造体の第２の繊維層の一例である、繊維が縦方向に配列した割繊
維フィルム（縦ウェブ）を示す。割繊維フィルム１０２は、その平面構造が、図２（ａ）
に示すように、互いに平行に延びた複数の幹繊維１０２ｃと、幹繊維１０２ｃに対して交
差して延び、隣接する幹繊維１０２ｃ同士を繋ぐ枝繊維１０２ｄとで構成される。枝繊維
１０２ｄは幹繊維１０２ｃと比べて細く、割繊維フィルム１０２の機械的強度は主として
幹繊維１０２ｃによって与えられる。割繊維フィルム１０２はその延伸方向に高い引張強
度を有している。そして、図２（ｂ）に示すように、割繊維フィルム１０２は、第２の熱
可塑性樹脂層１０２ｂと、第１の熱可塑性樹脂層１０２ａと、第２の熱可塑性樹脂層１０
２ｂとを順に積層した三層構造を有する。
【００４３】
　割繊維フィルム１０２において、第２の熱可塑性樹脂層１０２ｂの厚みは、割繊維フィ
ルム１０２層全体の厚みの５０％以下、望ましくは４０％以下である。第１の繊維層と第
２の繊維層との熱溶着時の接着強度等の諸物性を満足させるためには、第２の熱可塑性樹
脂層１０２ｂの厚みは５μｍ以上であればよいが、好ましくは１０～５０μｍの範囲から
選択される。なお、ここでいう厚みは、延伸前の厚みである。
【００４４】
　第１の熱可塑性樹脂層１０２ａ及び第２の熱可塑性樹脂層１０２ｂは、熱可塑性樹脂を
主成分とする樹脂層である。熱可塑性樹脂としては、例えば、割繊性の良好な、ポリエチ
レン、ポリプロピレン等のポリオレフィンおよびこれらの共重合体が挙げられる。また、
第１の熱可塑性樹脂と第２の熱可塑性樹脂との融点の差は、製造上の理由から、５℃以上
であることが必要であり、好ましくは１０～５０℃である。
【００４５】
　図示する割繊維フィルム１０２は、三層構造からなるが、単層もしくは二層であっても
よい。あるいは、さらに多くの層を備えるものであってよく、例えば、四層、五層、ある
いは六層以上の多層構造であってもよい。
【００４６】
　割繊維フィルム１０２の製造方法としては、例えば、以下に示すような方法が挙げられ
る。まず、各層を構成する樹脂を混練し、次いで、多層インフレーション法あるいは多層
Ｔダイ法などの押出成形により、３層構造の原反フィルムを製造する。次いで、図３に示
すように、この原反フィルム２００を縦方向（図中Ｌ方向）に延伸する。延伸倍率（配向
倍率）は、１．１～１５倍が好ましく、より好ましくは３～１０倍である。延伸倍率が１
．１倍未満では、機械的強度が十分でなくなるおそれがある。一方、延伸倍率が１５倍を
超えると、通常の方法で延伸することが難しく、高価な装置を必要とするなどの問題が生
じる場合がある。延伸は、多段で行うことが延伸むらを防止するために好ましい。次いで
、延伸したフィルムを、スプリッターを用いて縦方向（図３に示すＬ方向）に千鳥掛けに
割繊（スプリット処理）して多数の平行なスリット２００ａを形成する。さらにこれと直
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交する方向に拡幅する。これにより、図２（ａ）に示すような割繊維フィルム１０２が得
られる。このようにして製造された割繊維フィルム１０２は、その延伸方向に高い引張強
度を有している。
【００４７】
　次に、得られた割繊維フィルム１０２を、幹繊維が互いに略直交するように２枚重ね合
せ、これを加熱して溶着する。この際、２枚のうち第２の繊維層に該当する一方の割繊維
フィルムは、連続して、インラインで、機械方向にそのまま供給することができる。第１
の繊維層に該当する他方の割繊維フィルムは、前述のように製造され、巻き取られたロー
ル状の割繊維フィルムを、インラインで供給される割繊維フィルムの幅と同じ長さに切断
してタイル状として間欠的に供給して、重ね合わせる。熱溶着に際しては、重ね合わせた
２枚の割繊維フィルムを、対向配置された一対の加熱シリンダ間に供給し、幅方向の収縮
が生じないように固定しながら、しかも表面層の延伸効果が失われないように、内層を構
成する熱可塑性樹脂の融点以下で、かつ表面層を構成する熱可塑性樹脂の融点以上の温度
で熱溶着を行う。これにより、網状構造体を得ることができる。なお、網状構造体の製造
方法における熱溶着に代えて、接着材等のほかの任意の接着手段を用いて一体化すること
もできる。
【００４８】
　このように構成された割繊維不織布からなる強化材層１０は網目構造であり、一定の開
口率を備えているため、通気性を有することになる。このような割繊維不織布の代表的な
市販品の例としては、ＪＸ日鉱日石エネルギー製、ワリフ（登録商標）Ｓ２４Ｌ、ＳＳ２
４Ｌ、ＳＳ２８Ｌなどが挙げられるが、これらには限定されない。
【００４９】
　［第２の網状構造体：網状不織布］
　第２の網状構造体は、縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して
得られた割繊維フィルムと、多層ポリオレフィンフィルムに、幅方向にスリットを形成し
た後、横方向に一軸延伸して得られた網状フィルムとを、延伸方向が略直交するように積
層してなる網状不織布である。すなわち、第２の網状構造体において、第１の繊維層は、
割繊維フィルムであり、第２の繊維層は、網状フィルムである。なお、第１の繊維層、第
２の繊維層は、網状構造体を構成する２つの層の区別のために用いる用語であって、他の
層との積層順や相対的関係においては区別されるものではない。
【００５０】
　第１の繊維層を構成する割繊維フィルムの形状、構造、並びに製造方法は、前述のとお
りである。
【００５１】
　図４は、第２の網状構造体の、第２の繊維層の一例である、繊維が横方向に配列した網
状フィルム（横ウェブ）を示す。図４（ａ）に示すように、網状フィルム１０３は、平面
が、略菱形の網目状に形成されている。そして、図４（ｂ）に示すように、網状フィルム
１０３は、第２の熱可塑性樹脂層１０３ｂと、第１の熱可塑性樹脂層１０３ａと、第２の
熱可塑性樹脂層１０３ｂとを順に積層した三層構造を有している。
【００５２】
　網状フィルム１０３全体の厚みと第２の熱可塑性樹脂からなる層１０３ｂの厚みとの関
係は、上述した割繊維フィルム１０２についての説明と同じであり、また、網状フィルム
１０３を構成する樹脂材料についても、上述した割繊維フィルム１０２と実質的に同じ材
料を用いることができ、その詳細な説明は省略する。
【００５３】
　網状フィルム１０３の製造方法は、まず３層構造の原反フィルムを製造し、図５に示す
ように、この原反フィルム３００に対して横方向（図５に示すＴ方向）に千鳥掛けにスリ
ット処理を施して多数の平行なスリット３００ａを形成する。その後、原反フィルム３０
０を横方向（図５に示すＴ方向）に延伸する。このように原反フィルム３００に、先にス
リットを形成した後に、これを横方向に延伸することにより、菱形の網目が形成された網
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状フィルム１０３が得られる。横方向のスリット３００ａは、円筒の外周面上に軸方向に
直線状の突起が形成された回転ローラとこれに対向する外周面が平坦な回転ローラ間に、
原反フィルムを通過搬送することにより形成することができる。
【００５４】
　最後に、割繊維フィルム１０２と、網状フィルム１０３とを延伸方向が略直交するよう
に重ね合わせ、これを加熱溶着することにより、網状不織布からなる網状構造体が得られ
る。この場合、熱溶着もしくは接着の態様は、第１の網状構造体と同様であってよい。
【００５５】
　なお、網状フィルムは、図示する菱形の網目状構造を有するものには限定されない。概
ね横方向に延伸されており、割繊維フィルムと機械方向に重ね合わせた際に、延伸方向が
概ね直交するものであればよく、例えば、図２に示す割繊維フィルムと同様に、互いに平
行に延びた複数の幹繊維と、幹繊維に対して交差して延び、隣接する幹繊維同士を繋ぐ枝
繊維とで構成され、平面視した場合に、割繊維フィルムに対し、±９０°回転したパター
ン、あるいはこれに相似のパターンを有するものであってもよい。
【００５６】
　網状不織布からなる網状構造体を、強化材層１０として、微多孔性フィルム層１３と積
層する際には、割繊維フィルム１０２側が微多孔性フィルム層１３に接するように積層し
てもよいし、網状フィルム１０３側が微多孔性フィルム層１３に接するように積層しても
よい。
【００５７】
　このように構成された網状不織布からなる強化材層１０自体は網目構造であり、一定の
開口率を備え、通気性を有しつつ、内包物の刺突を防止することができる程度の強度を有
する。このような網状不織布の代表的な市販品の例としては、ＪＸ日鉱日石エネルギー製
、ＣＬＡＦ（登録商標）ＳＳ（Ｔ）ＥＬ、３Ｓ（Ｔ）、Ｓ（Ｆ）ＥＬが挙げられるが、こ
れらには限定されない。
【００５８】
　［第３の網状構造体：長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープからなる不織布・織
布］
　第３の網状構造体は、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを経緯積層してなる
不織布もしくは織成してなる織布である。すなわち、第３の網状構造体は、第１の繊維層
、第２の繊維層とも、複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群から構成され
る。そして、不織布の場合には、複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群が
、延伸方向が概ね直交するように経緯積層され、溶着もしくは接着されている。織布の場
合には、複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群が経糸、複数の長手方向一
軸延伸多層ポリオレフィンテープ群が緯糸になるように、任意の織り方で織成され、溶着
もしくは接着されている。
【００５９】
　長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープは、第１の網状構造体において説明した割
繊維フィルムと同様に、多層インフレーション法あるいは多層Ｔダイ法などの押出成形に
より３層構造の原反フィルムを製造し、縦方向に、１．１～１５倍、好ましくは３～１０
倍に一軸延伸した後、延伸方向に沿って、例えば、２ｍｍ～７ｍｍの幅で裁断することに
より製造することができる。あるいは、同様に、３層構造の原反フィルムを製造し、機械
方向に沿って、同様の幅で裁断した後に、縦方向に、１．１～１５倍、好ましくは３～１
０倍に一軸延伸することにより製造することができる。このような、長手方向一軸延伸多
層ポリオレフィンテープにおいては、延伸方向が、テープの長手方向と一致しており、本
明細書において、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープと指称する。
【００６０】
　このような長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを積層してなる不織布から構成
される網状構造体の一例を図６に示す。図６において、網状構造体４０は、経糸に該当す
る複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを第１の繊維層４０２として一定の
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間隔をあけて平行に並べ、それに対し長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープの長手
方向が略直交するように、緯糸に該当する別の複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィ
ンテープを第２の繊維層４０３として積層したものである。そして、経糸と緯糸との接触
面を加熱溶着することにより、第３の網状構造体が得られる。この場合、熱溶着もしくは
接着の態様は、第１の網状構造体と同様である。織布は、図示はしないが、複数の長手方
向一軸延伸多層ポリオレフィンテープを、積層することに替えて、織成したこと以外は、
同様にして製造することができる。
【００６１】
　このような不織布の市販品の例としては、積水フィルム（株）製のソフ（商品名）ＨＮ
５５、ＨＮ６６が利用できる。織布の市販品の例としては、萩原工業（株）製のメルタッ
ク（商品名）なども利用できる。
【００６２】
　［第４の網状構造体：割繊維フィルムと、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ
との網状構造体］
　第４の網状構造体は、互いに平行に延びる幹繊維と、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝
繊維とを備えた一軸延伸網状フィルムと、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群
層とを積層してなる不織布である。網状フィルムは、上記幹繊維と枝繊維の構造的特徴を
備える一軸延伸フィルムであれば、特には限定されないが、例えば、網状フィルムの好ま
しい例として、縦方向一軸延伸多層ポリオレフィンフィルムを割繊後、拡幅して得られた
割繊維フィルムを挙げることができる。第４の網状構造体の説明においては、主に、網状
フィルムとして割繊維フィルムを用いる態様について述べるが、第４の網状構造体の網状
フィルムは割繊維フィルムには限定されない。すなわち、本発明の第４の網状構造体は、
典型的には、第１の繊維層が割繊維フィルムであって、第２の繊維層が、複数の長手方向
一軸延伸多層ポリオレフィンテープから構成され、さらに、前記第２の繊維層に斜交する
複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープから構成される第３の繊維層を含んで
なる。
【００６３】
　このような網状構造体の一例を図７に示す。図７に示す網状構造体６０は、互いに平行
に延びる幹繊維１０２ｃと、隣接する前記幹繊維同士を繋ぐ枝繊維１０２ｄとを備えた割
繊維フィルム１０２と、前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに平行
に延びる長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ４０２群からなる第１の長手方向一
軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層と、前記第１の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィ
ンテープ群層と反対方向から前記一軸延伸網状フィルムの延伸方向に斜交し、且つ互いに
平行に延びる第２の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ４０３群からなる第２の
長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とを積層してなる不織布である。図７に
示す網状構造体６０においては、割繊維フィルム１０２に対し、その縦方向Ｌに対しα’
の角度を以て長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ４０２が積層されている。そし
て、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ４０２に斜交し、かつ、縦方向Ｌに対し
αの角度を以て長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ４０３が積層されている。か
かる網状構造体は、割繊維フィルムの延伸方向に強度を、割繊維フィルムの延伸方向とは
略直交する方向に伸展性を備える。この場合、αとα’は同一でも異なっても良く、例え
ば、４５～６０度であってよい。
【００６４】
　網状構造体６０を構成する割繊維フィルム１０２、長手方向一軸延伸多層ポリオレフィ
ンテープ４０２、４０３の製造方法については、第１、第３の網状構造体について説明し
たとおりであり、同様にして製造することができる。これらを積層し、接触部を溶着もし
くは接着することにより、網状構造体６０を得ることができる。
【００６５】
　第４の網状構造体における網状フィルムとしては、詳述した割繊維フィルム１０２以外
にも、例えば割繊維フィルム１０２と同様の構成を備える原反フィルムに、幅方向に多数
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のスリットを形成した後、幅方向に、割繊維フィルム１０２と同様の延伸倍率で延伸して
得られるもの、すなわち、平面視した場合に、割繊維フィルムに対し、±９０°回転した
パターン、あるいはこれに相似のパターンを有するものを用いることができる。この場合
も、網状フィルムと、第１の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層、第２の長
手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層とが、延伸方向に対して斜交する上記と同
様の態様で積層することができる。そして、積層して得られる網状構造体は、横方向に強
度、及び縦方向の伸展性に優れるという特性を備えるものとなる。あるいは、網状フィル
ムと、第１の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ群層との二層を、網状フィルム
の延伸方向とポリオレフィンテープ群の長手方向とが交差するように、積層した網状構造
体であってもよい。
【００６６】
［第５の網状構造体：各種積層体、ネット状物］
　第５の網状構造体は、第１から第４の網状構造体の製造において用いた各種フィルム及
び長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープの任意の組み合わせからなる積層体である
。特には、網状構造体は、以下の層
　（ｉ）　割繊維フィルム
　（ｉｉ）　網状フィルム
　（ｉｉｉ）　複数の長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープからなる層
の一以上の組み合わせである。層（ｉｉｉ）を含む場合には、２層以上の層（ｉｉｉ）で
あって、互いに配向方向が異なる層（ｉｉｉ）を設けることが好ましい。
【００６７】
　強化材層のさらにまた別の例としては、ポリエチレンあるいはポリプロピレンからなる
ネット状物を用いることもできる。ネット状物としては、クラボウ社製のクレネット（商
品名）、コンウェッド社製のコンウェッドネット、Ｔｈｅｒｍａｎｅｔ（商品名）などが
挙げられる。さらには、熱可塑性樹脂から紡糸され延伸されたフィラメントを延伸方向が
略直交するように組み合わせた織布や不織布を用いることもできる。
【００６８】
　［耐油性通気性包装材料の製造方法］
　次に、本実施形態に係る耐油性通気性包装材料を、製造方法の観点から説明する。耐油
性通気性包装材料の製造方法の一例は、ポリエチレンテレフタレートフィルムに、必要に
応じ裏面に印刷を施した後、押出しコーティング法などによりポリエチレン層をその裏面
に形成する。この裏面にポリエチレン層が形成されたポリエチレンテレフタレートフィル
ムに、開孔処理を施すことにより、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、有孔ポリ
エチレン層１２との積層体を得る。一方、微多孔性フィルム層１３の少なくとも一方の表
面を、耐油性加工する。耐油性加工は、適切な溶剤、好ましくは水またはエタノールで、
２～１０体積％に希釈した耐油性加工剤を、ｗｅｔ塗工量が約０．０５～０．２５ｇ／ｍ
２となるように、微多孔性フィルム層１３に塗布し、約１００～１３０℃で、約３０～６
０秒にわたって乾燥させることにより実施することができる。
【００６９】
　次いで、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、有孔ポリエチレン層１２との積層
体と、耐油性加工した微多孔性フィルム層１３と、強化材層１０とを、熱圧着法によって
接合する。これらの層の接合は、積層した後、熱圧着法によって一気に行うことができる
。このとき、微多孔性フィルム層１３の耐油性加工面と有孔ポリエチレン層１２とが接触
するように、積層する。油分が微多孔性フィルム層１３に浸透し、通気性を損なうことを
防ぐためである。かかる工程により、本発明に係る耐油性通気性包装材料１を得ることが
できる。この場合、熱圧着の条件は、例えば、１２０～１４０℃、好ましくは、１２５～
１４０℃の温度条件で、例えば、線圧１５０～２６０Ｎ／ｃｍの圧力条件とすることがで
きる。具体的な熱圧着の方法は、スチーム加熱ロールや誘電加熱ロールにより実施するこ
とができるが、これらには限定されない。耐油性通気性包装材料の製造方法の別の例とし
ては、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１と、有孔ポリエチレン層１２との積層体を
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得た後、この積層体と耐油性加工した微多孔性フィルム層１３とを接合した３層積層体を
得て、次いで、３層積層体に強化材層１０を熱圧着法により、あるいは他の接着法により
積層して、本実施形態に係る耐油性通気性包装材料を得ることもできる。
【００７０】
　そして、かかる耐油性通気性包装材料１は、その厚みが限定されるものではないが、通
常、１５０～２５０μｍ程度、好ましくは、１００～２００μｍ程度の膜厚を有する可撓
性を有するフィルムの形態である。本実施形態に係る耐油性通気性包装材料１は、上記の
層構成を備えることで、ＴＡＰＰＩ ＵＭ ５５７「Ｒｅｐｅｌｌｅｎｃｙ ｏｆ Ｐａｐｅ
ｒ ａｎｄ Ｂｏａｒｄ ｔｏ Ｇｒｅａｓｅ，Ｏｉｌ，ａｎｄ Ｗａｘｅｓ（Ｋｉｔ Ｔｅｓ
ｔ）」による耐油性の指標であるＫｉｔ値が、７以上であり、好ましくは、７～１２であ
る。Ｋｉｔ値が、７より小さいと、食品包装における耐油性を充足しない場合がある。ま
た、Ｋｉｔ値が１２より大きいと、本構成に基づく包装材料における通気性を損なう場合
がある。
【００７１】
　また、本実施形態に係る耐油性通気性包装材料１は、食品衛生法に基づく、食品、添加
物等の規格基準（Ｓ３４厚生省告示第３７０号）における、４％酢酸溶出残渣試験に適合
している。具体的には、本実施形態による耐油性通気性包装材料１は、上記規格基準が定
める、蒸発残留物「３０μｇ／ｍｌ以下」を満たしている。本実施形態による耐油性通気
性包装材料１の蒸発残留物量は、より好ましくは２０μｇ／ｍｌ以下であり、さらに好ま
しくは、１５μｇ／ｍｌ以下である。
【００７２】
　これら両方の基準に適合することにより、従来技術では不可能だった、例えば、油分を
多く含む食品包装に内包される脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤等の包材に用いることがで
きる。特に、脱酸素剤、鮮度保持剤等（アルコール蒸散剤）の包装において好適に用いる
ことができる。なお、包装材に求められる通気度は内包物により異なり、有孔ポリエチレ
ンテレフタレートフィルム１１と、有孔ポリエチレンフィルム１２の孔数、および微多孔
性フィルム層１３の通気度を調整することで、所望の通気度とすることが可能である。
【００７３】
　また、上記のような強化材層１０を備えることで、内包物による包装材料の刺突を防止
し、従来技術と同様の引張強度などの機械強度を付与し、かつ、所望の通気度を与える。
さらに、上記実施形態にて説明した種々の網状構造体を用いることで、縦方向と横方向で
の強度バランスにも優れ、しかも引張強度及び通気度をより向上させることができる。
【００７４】
　［第３実施形態：包装体］
　本発明は、第３実施形態によれば、包装体であって、第１実施形態及び／または第２実
施形態による耐油性通気性包装材料１を少なくとも一部に用い、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度
保持剤、発熱剤、吸湿剤、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤などの機能性物品を収納
してなる。
【００７５】
　特に好ましい態様においては、包装体は、第２実施形態による耐油性通気性包装材料１
を少なくとも一部に用い、前記有孔ポリエチレンテレフタレート層を外側にして脱酸素剤
、乾燥剤、鮮度保持剤、発熱剤、吸湿剤、脱臭剤、防虫剤、除湿剤または芳香剤などの機
能性物品を収納してなる。
【００７６】
　図８に、第２実施形態による耐油性通気性包装材料１を用いた包装体の概念的な断面図
を示す。第３実施形態による包装体６は、第２実施形態による耐油性通気性包装材料１を
、強化材層１０が内側になるように袋状に成形し、内部に機能性物品５を収納してなる。
なお、図８においては、有孔ポリエチレンテレフタレート層１１及び有孔ポリエチレン層
１２を貫通する細孔の表示を省略している。耐油性通気性包装材料１から包装体６を作る
際には、強化材層１０がヒートシール層として利用される。具体的には、強化材層１０の
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両端が対向接触するように強化材層１０を内側にして耐油性通気性包装材料１を袋状に折
り曲げ、機能性物品５を包み、周縁部、好ましくは三方の周縁部を熱プレス法によりヒー
トシールする。これにより、機能性物品５が包装体の外部に放出されることがないように
密封する。具体的な機能性物品５としては、シリカ－エタノール、シリカ系、クレイ系ま
たは塩化カルシウム、鉄粉、酸化マグネシウム、ゼオライトが挙げられるがこれらには限
定されない。
【００７７】
　耐油性通気性包装材料１の機械的強度が優れていることにより、耐油性通気性包装材料
１を用いて包装体６を形成したとき、内部に収納された機能性物品５による損傷も生じに
くく、脱酸素剤や乾燥剤以外に、活性炭や木炭など重量の大きな機能性物品５を収納する
大型の包装材料としても有効に利用できる。また、包装体６の表層は有孔ポリエチレンテ
レフタレート層１１となるので、紙粉は発生せず衛生的である。さらに、包装体６を形成
する際のヒートシール層となる強化材層１０は熱可塑性樹脂としてポリオレフィン系樹脂
を用いているので、表層である有孔ポリエチレンテレフタレート層１１との融点差が大き
くなる。従って、ヒートシール温度を高く設定しヒートシール時間を短縮することができ
、これに伴って機能性物品５の充填速度を上げることができるので、包装体６の生産性を
向上させることができる。
【００７８】
　本発明の耐油性通気性包装材料は、脱酸素剤、乾燥剤、鮮度保持剤の包装に好適に利用
できるが、保湿剤、芳香剤、吸湿剤、消臭剤、防虫剤、除湿剤などの機能性物品５の包装
にも好適に利用できる。これらの機能性物品５を収納する包装体は、機能性物品５が機能
すればどのような形態でもよい。包装体が袋の形態である場合には、耐油性通気性包装材
料は、その袋の一部分、片面、または全体に使用されてもよい。包装体を形成するための
、耐油性通気性包装材料のヒートシール方法には、加熱シールバーによる熱プレス法が一
般に用いられる。従って、包装体が袋の形態である場合には、シート材から袋を形成する
一般的な製袋包装機を用いることができる。また、本発明の耐油性通気性包装材料は、前
述したように、引張強度に優れているので、大型の包装体やシート状の包装体としても利
用することができる。
【００７９】
　別の態様においては、包装体は、第１実施形態による耐油性通気性包装材料１を少なく
とも一部に用い、機能性物品を収納してなる。かかる態様においては、プラスチック製フ
ィルムの材質によっては、ヒートシール製袋が困難な場合もあるが、一般的な接着剤を用
いた接着や、他の材質と組み合わせて用いることや、例えば超音波ウェルダーによる接着
といった方法で、耐油性通気性包装材料１を材料の一部として袋を製造し、機能性物品を
内包させ、同様に包装体を製造することができる。本態様においては、特に、袋の一部分
や片面に第１実施形態による耐油性通気性包装材料１を用い、その他の部分には通気性を
持たないフィルム等を用いた包装体であってもよい。内包する機能性物品は、上記に例示
したものと同様であってよい。本態様によれば、第１実施形態による耐油性通気性包装材
料１の特性を生かした種々の包装体が得られる点で有用である。
【実施例】
【００８０】
　以下に、本発明の代表的な実施例について説明する。以下の実施例は本発明を例示する
目的であって、本発明を限定するものではない。
【００８１】
　本発明の第２実施形態に係る耐油性通気性包装材料を製造した。層厚が１２μｍのポリ
エチレンテレフタレートフィルムの片面に、グラビア印刷によって商品ロゴなど必要な印
刷を施した後、上記印刷面側に低密度ポリエチレンを層厚が１３μｍとなるように押出し
コーティングし、縦横の間隔３ｍｍにて、直径が０．３ｍｍの針を突き刺すことにより細
孔を形成した。このように得られた各層を、以下、有孔ＰＥＴ、有孔ＰＥとも指称する。
強化材層としては、ポリエチレン製の網状不織布である「ワリフ」(ＪＸ日鉱日石エネル
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５μｍ、縦ウェブの厚み４０μｍ、横ウェブの厚み４０μｍ）を用いた。
【００８２】
　微多孔性フィルム層としては、無機フィラーを含有した延伸ＰＥ微多孔性フィルムであ
る、「ポーラム」（（株）トクヤマ製、商品名）を用い、厚みは３５μｍを選択した。以
下、微多孔性フィルムをＭＰＦとも指称する。微多孔性フィルムの耐油性加工剤としては
、フッ素系耐油性剤である、アサヒガードＡＧ－Ｅ０７０（旭硝子製）を用い、これをエ
タノール系溶剤である、フードプラスＮ８０８（山一化学工業製）に溶解させて、塗工用
溶液とした。フッ素系耐油性剤の濃度並びにＷｅｔ塗工量については、下記の表１に示し
た。塗工方法は、上記塗工用溶液を、グラビア印刷機を用いて、微多孔性フィルムにコー
ティングした。
【００８３】
　有孔ポリエチレンテレフタレート層と有孔ポリエチレン層との積層体の有孔ポリエチレ
ン層を内側にして、強化材層の有孔ポリエチレン層と接する面にコロナ処理を施しながら
、上述のように耐油性加工した微多孔性フィルムを、耐油性加工面が有孔ポリエチレン層
と接触するように同時に繰出し、さらに、強化材層を同時に繰出し、４層を同時に熱ロー
ルに通過させ、耐油性通気性包装材料を作製した。溶着の条件は、熱ロールの温度が１３
０℃、線圧が２００Ｎ／ｃｍ、送り速度が２０ｍ／ｍｉｎ．とした。熱ロールに接触する
のは、有孔ポリエチレンテレフタレート層側とした。コロナ処理は、１００Ｗ／（ｍ２・
ｍｉｎ．）の出力にて行った。
【００８４】
　［耐油性、耐酸性評価試験］
　実施例の包装材料について、耐油性を評価した。耐油性については、ＴＡＰＰＩ ＵＭ 
５５７「Ｒｅｐｅｌｌｅｎｃｙ ｏｆ Ｐａｐｅｒ ａｎｄ Ｂｏａｒｄ ｔｏ Ｇｒｅａｓｅ
，Ｏｉｌ，ａｎｄ Ｗａｘｅｓ（Ｋｉｔ Ｔｅｓｔ）により、Ｋｉｔ値を求めた。
【００８５】
　次いで、これらの包装材料について、耐酸性を評価した。耐酸性の評価は、食品衛生法
、食品、添加物等の規格基準（Ｓ３４厚生省告示第３７０号）に基づいた。具体的には、
「油脂及び脂肪性食品並びに酒類以外の食品」に接触して使用する、ポリエチレン及びポ
リプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の試験方法である、４％酢酸
を浸出用液として用いて作った試験溶液について、溶出試験（蒸発残留物の測定）を実施
した。
【００８６】
　操作法としては、包装材料試験体の強化材層とは反対側を上部にして治具で固定し、４
％酢酸２００～３００ｍｌを上から導入し、６０℃で浸出した液を下部から回収し試験溶
液とした。実施例１～５のいずれの場合も下部への液の浸出がなかったので、６０℃で３
０分保持後、上部に残留した液を試験溶液とした。試験溶液を、あらかじめ１０５℃で乾
燥した重量既知の白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に採り、水浴上で蒸発乾固し
た。次いで、１０５℃で２時間乾燥した後、デシケーター中で放冷した。放冷後、秤量し
て蒸発皿の前後の質量差ａ（ｍｇ）を求め、次式により蒸発残留物の量を求めた。
　蒸発残留物（μｇ／ｍｌ）＝（（ａ－ｂ）×１，０００）／試験溶液の採取量（ｍｌ）
　ただし、ｂ：試験溶液と同量の浸出用液について得た空試験値（ｍｇ）である。
【００８７】
　結果を以下の表１に示す。表１より、本発明に係る耐油性通気性包装材料は、耐油性試
験、４％酢酸溶出残渣試験のいずれにおいても、上記基準が定める、蒸発残留物３０μｇ
／ｍｌ以下であり、食品に接触する包装用途で使用することができることがわかった。
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明に係る耐油性通気性包装材料は、油分の多い食品と直に接する包装材料として有
用である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　　　　耐油性通気性包装材料
　５　　　　機能性物品
　６　　　　包装体
　１０　　　強化材層
　１１　　　有孔ポリエチレンテレフタレート層
　１２　　　有孔ポリエチレン層
　１３　　　微多孔性フィルム層
　４０　　　網状構造体
　５０　　　細孔
　６０　　　網状構造体
　１０２　　割繊維フィルム（縦ウェブ）
　１０３　　網状フィルム（横ウェブ）
　２００　　原反フィルム
　３００　　原反フィルム
　４０２　　長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ
　４０３　　長手方向一軸延伸多層ポリオレフィンテープ
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